
○徳島大学総合運動場使用細則                     

平成７年４月２１日 

制定 

徳島大学総合運動場使用細則（昭和４２年８月２５日訓令第６２号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この細則は，徳島大学の体育施設及び課外活動共用施設の管理運営に関する規則第６条

の規定に基づき，徳島大学総合運動場（以下「総合運動場」という。）の使用に関し，必要な

事項を定めるものとする。 

（使用範囲） 

第２条 総合運動場は，徳島大学（以下「本学」という。）が実施するスポーツ科学に関する教

育研究に使用するほか，次の活動に使用することができる。 

(1) 本学又は学部が主催する体育大会等 

(2) 本学又は学部が公認する体育系学生団体の課外活動及び学外団体との練習，競技 

(3) 本学の学生又は職員で構成する団体のスポーツ活動及び学外団体との練習，競技 

(4) 本学の学生又は職員のスポーツ活動 

(5) その他学務部長が適当と認めた行事 

２ 学外団体の使用については，前項に規定する使用に支障をきたさない場合に限り，許可する

ことができる。 

（使用時間） 

第３条 総合運動場の使用時間は，次のとおりとする。 

(1) ４月１日から１０月３１日まで 午前８時３０分から午後７時まで 

(2) １１月１日から翌年３月３１日まで 午前８時３０分から午後６時まで 

２ 学務部長が特に必要と認めた場合は，前項の規定にかかわらず，午後１０時３０分まで使用

時間の延長を許可することがある。 

（休業日） 

第４条 総合運動場の休業日は，次のとおりとする。 

(1) 日曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

(3) 年末，年始（１２月２９日から翌年１月３日まで） 

２ 学務部長が特に必要と認めた場合は，前項の規定にかかわらず，使用することができる。 

（使用の通知） 

第５条 スポーツ科学に関する教育研究に総合運動場を使用しようとする学部長は，学年の初め

に使用日程を，あらかじめ学務部長に通知しなければならない。 

（使用手続） 



第６条 第２条第１項第１号，第２号及び第４号の規定により総合運動場を使用しようとすると

きは，あらかじめ学務部学生支援課に申し出て承認を得なければならない。 

２ 第２条第１項第３号及び第５号の規定により総合運動場を使用しようとするときは，使用希

望の５日前までに総合運動場使用許可願（別紙様式）を学務部長に提出し，許可を得なければ

ならない。 

３ 第２条第２項の規定により総合運動場を使用しようとするときは，国立大学法人徳島大学固

定資産貸付取扱要領の定めるところによるものとする。 

４ 使用の許可を受けた者が使用を中止又は変更しようとするときは，速やかに学務部学生支援

課に届け出るものとする。 

（遵守事項） 

第７条 総合運動場を使用する者は，次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 使用目的以外の用途に使用しないこと。 

(2) 使用時間を厳守すること。 

(3) 特に指定する場合のほか，火気を使用しないこと。 

(4) 使用後は，清掃を行うこと。 

(5) 掲示その他これに類するものは，所定の場所以外に行わないこと。 

(6) その他係員の指示事項を厳守すること。 

（弁償） 

第８条 総合運動場を使用する者が故意又は重大な過失により施設，設備，備品等を滅失，き損

又は汚損したときは，その原状回復に必要な経費を弁償しなければならない。 

（使用の中止等） 

第９条 学務部長は，管理上必要と認めたとき及び使用する者がこの細則に違反したときは，総

合運動場の使用を中止又は停止させることがある。 

（事務） 

第１０条 総合運動場に関する事務は，学務部学生支援課において処理する。 

（雑則） 

第１１条 この細則に定めるもののほか，総合運動場の使用に関し必要な事項は，学生委員会の

議を経て，学務部長が別に定める。 

附 則 

この細則は，平成７年４月２１日から施行し，平成７年４月１日から適用する。 

附 則（平成８年４月１日改正） 

この細則は，平成８年４月１日から施行する。 

附 則（平成１１年１月１１日改正） 

この細則は，平成１１年４月１日から施行する。 



附 則（平成１１年２月２６日改正） 

この細則は，平成１１年４月１日から施行する。 

附 則（平成１２年３月１７日改正） 

この細則は，平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年３月２４日規則第１６０号改正） 

１ この規則は，平成１７年３月２６日から施行する。 

附 則（平成１８年３月３１日細則第１６号改正） 

この細則は，平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年４月１日細則第５号改正） 

この細則は，平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月１５日細則第１０号改正） 

この細則は，平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２６日細則第９号改正） 

この細則は，平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月１２日細則第１２号改正） 

この細則は，令和３年４月１日から施行する。



 

 

別紙様式 

 

徳島大学総合運動場使用許可願 

 

（和暦）  年  月  日 

 

 

 

  徳島大学学務部長    殿 

 

 

 

団体名 

責任者  学部  学科第  年次 

  氏 名 

 

 

 

下記により総合運動場を使用したいので，御許可くださるようお願いします。 

 

 

 

記 

 

 

 

 １ 使 用 施 設 の 名 称 

 

２ 使用の年月日及び時間 （和暦）  年  月  日  時  分から 

（和暦）  年  月  日  時  分まで 

 

 ３ 使 用 予 定 人 員 

 

 ４ 使 用 す る 目 的 

 

 ５ そ の 他 

 


